
災害時のアスベスト対策支援に関する合意書 
 
環境省関東地方環境事務所（以下「関東事務所」という。）、国立研究開発法

人国立環境研究所（以下「国環研」という。）、埼玉県環境科学国際センター（以

下「埼玉センター」という。）及び一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会

（以下「調査者協会」という。）は、地震等の災害時において被災自治体が行う

アスベスト対策の支援について、以下のとおり合意した。 
 
（支援内容） 
第１条 関東事務所、国環研、埼玉センター及び調査者協会は、環境省又は被

災自治体からの要請に基づき、発災直後に自治体において、自治体が主体とな

って実施する被災建築物のアスベスト含有状況調査、大気中のアスベスト濃度

のモニタリング調査、被災建築物の解体工事におけるアスベスト飛散防止対策、

災害廃棄物の仮置場等における飛散性アスベストの管理等に対する支援を行う。 
 
（支援対象自治体） 
第２条 前条に基づく支援対象となる自治体は、関東事務所管内の１都９県（茨

城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県

及び静岡県）の都県及び市町村とする。 
 
（役割分担） 
第３条 関東事務所、国環研、埼玉センター及び調査者協会が行う支援につい

ては、以下のとおり分担する。 
（１）関東事務所 
   被災自治体担当者と国環研、埼玉センター及び調査者協会との総合調整

及び被災自治体への事務的事項に関する支援 
（２）国環研 

 第１条に定める各調査の実施に係る技術的事項に関する総合調整及び助

言 
（３）埼玉センター 

被災建築物、災害廃棄物仮置場等におけるアスベスト飛散状況調査に係

る技術的事項に関する助言等 
（４）調査者協会 

被災建築物のアスベスト含有状況調査等 
 
（実施細目） 
第４条 本合意の実施に関する必要な細目は、関東事務所、国環研、埼玉セン

ター及び調査者協会が協議して定めるものとする。 



（費用の負担） 
第５条 環境省は、第３条の支援に要した費用について、予算の範囲内で措置

するよう努める。 
 
（有効期間） 
第６条 本合意は、合意の締結の日から発効し、３年間有効とする。また、合

意の当事者が協議のうえ特別の定めをする場合を除き、自動更新とする。 
 
（協議） 
第７条 関東地方以外での発災等、本合意に定めのない事項又は本合意の解釈

に疑義が生じた場合は、関東事務所、国環研、埼玉センター及び調査者協会と

の間で協議のうえ、解決を図るものとする。 
 
以上、本合意の証として、本書４通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自

その１通を保有する。 
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